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別紙 特別補償規程 

第一章 補償金等 支払い 
当社 支払責任  

第一条 当社 当社 実施 企画旅行 参加 旅行者 企画旅行参加中 急激 偶然 外来 事

故 以下 事故 いい 身体 傷害 被 本章 第四章 規定 旅

行者又 法定相続人 死亡補償金 後遺障害補償金 入院見舞金及び通院見舞金 以下 補償金等

いい 支払い  

 前項 傷害 身体外部 有毒 又 有毒物質 偶然 一時 吸入 吸収又 摂取 急激

生 中毒症状 継続的 吸入 吸収又 摂取 結果生 中毒症状 除 含

細菌性食物中毒 含  

用語 定義  

第二条 規程 い 企画旅行 標準旅行業約款募集型企画旅行契約 部第二条第一項及び受注型

企画旅行契約 部第二条第一項 定 いい  

 規程 い 企画旅行参加中 旅行者 企画旅行 参加 目的 当社 あ

手配 乗車券類等 提供 当該企画旅行日程 定 最初 運送・宿泊機関等 ー

提供 受 開始 時 最後 運送・宿泊機関等 ー 提供 受 完了 時

期間 いい 旅行者 あ 定 企画旅行 行程 離脱 場合 い

離脱及び復帰 予定日時 あ 当社 届 出 い 離脱 時 復帰 予定 時

間 企画旅行参加中 旅行者 離脱及び復帰 予定日時 あ 当社 届 出

く離脱 又 復帰 予定 く離脱 離脱 時 復帰 時 間又 離

脱 時 後 企画旅行参加中 い 当該企画旅行日程 旅行者 当社 手

配 係 運送・宿泊機関等 ー 提供 一切受 い日 旅行地 標準時 定

い 場合 い 旨及び当該日 生 事故 旅行者 被 損害 対 規程

補償金及び見舞金 支払い 行わ い旨 契約書面 明示 当該日 企画旅行参加中

い  

 前項 ー 提供 受 開始 時 次 各号 い 時 いい  
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一 添乗員 当社 使用人又 代理人 受付 行う場合 受付完了時二 前号 受付 行わ い場

合 い 最初 運送・宿泊機関等  

 航空機 あ 乗客 入場 飛行場構内 手荷物 検査等

完了時  船舶 あ 乗船手続 完了時 

ハ 鉄道 あ 改札 終了時又 改札 い 当該列車乗車時 

ニ 車両 あ 乗車時 

 宿泊機関 あ 当該施設 入場時 

 宿泊機関以外 施設 あ 当該施設 利用手続終了時  

 第二項 ー 提供 受 完了 時 次 各号 い 時 いい  

一 添乗員 当社 使用人又 代理人 解散 告 場合 告 時 

二 前号 解散 告知 行わ い場合 い 最後 運送・宿泊機関等  
 航空機 あ 乗客 入場 飛行場構内 退場時  船舶 あ

下船時 

ハ 鉄道 あ 改札終了時又 改札 い 当該列車降車時 

ニ 車両 あ 降車時 

 宿泊機関 あ 当該施設 退場時  宿泊機関以外 施設

あ 当該施設 退場時  

第二章 補償金等 支払わ い場合 
補償金等 支払わ い場合− 一  

第三条 当社 次 各号 掲 事由 生 傷害 対 補償金等 支払い  

一 旅行者 故意 当該旅行者以外 者 被 傷害 い 限 あ  

二 死亡補償金 受 取 者 故意 者 死亡補償金 一部 受取人 あ 場合 他

者 受 取 金額 い 限 あ  

三 旅行者 自殺行為 犯罪行為又 闘争行為 当該旅行者以外 者 被 傷害 い

限 あ  
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四 旅行者 法令 定 運転資格 持 い 又 酒 酔 正常 運転 い あ

状態 自動車又 原動機付自転車 運転 い 間 生 事故 当該旅行者以外 者 被

傷害 い 限 あ  

五 旅行者 故意 法令 違反 行為 行い 又 法令 違反 ー 提供 受 い 間 生

事故 当該旅行者以外 者 被 損害 い 限 あ  

六 旅行者 脳疾患 疾病又 心神喪失 当該旅行者以外 者 被 傷害 い 限

あ  

七 旅行者 妊娠 出産 早産 流産又 外科的手術 他 医療処置 当社 補償 傷害

治療 場合 限 あ  

八 旅行者 刑 執行又 拘留若 く 入監中 生 事故 

九 戦争 外国 武力行使 革命 政権奪取 内乱 武装反乱 他 類似 事変又 暴動 規

程 い 群衆又 多数 者 集団 行動 全国又 一部 地区 い 著 く平穏 害

治安維持上重大 事態 認 状態 いい  

十 核燃料物質 使用済燃料 含 以下同様 若 く 核燃料物質 汚染 物

原子核分裂生成物 含 放射性 爆発性 他 有害 特性又 特性 事故

十一 前二号 事由 随伴 生 事故又 伴う秩序 混乱 基 い 生 事故十二 第十

号以外 放射線照射又 放射能汚染 

 当社 原因 い 問わ 頸部症候群 いわゆ う 症 又 腰痛 他覚症状 い

対 補償金等 支払い  

補償金等 支払わ い場合− 二  

第四条 当社 国内旅行 目的 企画旅行 場合 い 前条 定 ほ 次 各号 掲 事由

生 傷害 対 補償金等 支払い  

一 地震 噴火又 津波 

二 前号 事由 随伴 生 事故又 伴う秩序 混乱 基 い 生 事故 補償金等 支
払わ い場合− 三  

第五条 当社 次 各号 掲 傷害 対 各号 行為 当社 あ 定 企画旅行 旅行日程

含 い 場合 補償金等 支払い 各号 行為 当該旅行日程 含
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い 場合 い 旅行日程外 企画旅行参加中 同種 行為 生 傷害 対 補償金

等 支払い  

一 旅行者 別表第一 定 運動 行 い 間 生 傷害 

二 旅行者 自動車 原動機付自転車又 ー ー ー 競技 競争 興行 い 練習 含

又 試運転 性能試験 目的 運転又 操縦 いい い 間 生 傷害  

自動車又 原動機付自転車 用い 道路上 行 い 間 生 傷害 い

企画旅行 旅行日程 含 い く 補償金等 支払い  

三 航空運送事業者 路線 定 運行 航空機 定期便 あ 不定期便 あ 問い 以

外 航空機 旅行者 操縦 い 間 生 傷害 

補償金等 支払わ い場合− 四  

第五条 二 当社 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 次 各号 掲 い 該当 事由 あ

場合 補償金等 支払わ い あ 者 死亡補償金 一部 受取人 あ 場

合 他 者 受 取 金額 い 限 あ  

一 暴力団 暴力団員 暴力団準構成員 暴力団関係企業 他 反社会的勢力 以下 反社会的勢力

いい 該当 認  

二 反社会的勢力 対 資金等 提供 又 便宜 供与 等 関与 い 認  

三 反社会的勢力 不当 利用 い 認  

四 他反社会的勢力 社会的 非難 関係 有 い 認  

第三章 補償金等 種類及び支払額 
死亡補償金 支払い  

第六条 当社 旅行者 第一条 傷害 被 直接 結果 事故 日 百八十日以内 死亡

場合 旅行者一名 海外旅行 目的 企画旅行 い 二千五百万円 国内旅行 目的

企画旅行 い 千五百万円 以下 補償金額 いい 死亡補償金 旅行者 法定相続人

支払い 当該旅行者 い 既 支払 後遺障害補償金 あ 場合 補償金額 既

支払 金額 控除 残額 支払い  

後遺障害補償金 支払い  
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第七条 当社 旅行者 第一条 傷害 被 直接 結果 事故 日 百八十日以内 後遺障害

身体 残 将来 い 回復 い機能 重大 障害又 身体 一部 欠損 原因

傷害 治 後 いい 以下同様 生 場合 旅行者一名 補償

金額 別表第二 各号 掲 割合 乗 額 後遺障害補償金 旅行者 支払い  

 前項 規定 わ 旅行者 事故 日 百八十日 超え 治療 要 状態 あ 当

社 事故 日 百八十一日目 医師 診断 基 後遺障害 程度 認定 後遺障害補償金

支払い  

 別表第二 各号 掲 い い後遺障害 対 旅行者 職業 年齢 社会的地位等 関係 く 身体

障害 程度 応 別表第二 各号 区分 準 後遺障害補償金 支払額 決定

別表第二 一 三 一 四 二 三 四 四 及び五 二 掲 機能障害 至 い障害 対

後遺障害補償金 支払い  

 同一事故 二種以上 後遺障害 生 場合 当社 各々 対 前三項 適用 合計

額 支払い 別表第二 七 八及び九 規定 上肢 腕及び手 又 下肢 脚及 

び足 後遺障害 対 一肢 後遺障害補償金 補償金額 六〇％ 限度  

 前各項 基 い 当社 支払う 後遺障害補償金 額 旅行者一名 対 一企画旅行 補償金

額 限度  

入院見舞金 支払い  

第八条 当社 旅行者 第一条 傷害 被 直接 結果 平常 業務 従事 又 平常

生活 く 入院 医師 治療 必要 場合 い 自宅等 治療 困難

病院又 診療所 入 常 医師 管理下 い 治療 専念 いい 以下 条 い 同

様 場合 日数 以下 入院日数 いい 対 次 区分 従 入院見舞

金 旅行者 支払い  

一 海外旅行 目的 企画旅行 場合  入院日数百八十日以上 傷

害 被  四十万円  入院日数九十日以上百八十日未満

傷害 被 二十万円ハ 入院日数七日以上九十日未満 傷害 被

 十万円ニ 入院日数七日未満 傷害 被  四

万円二 国内旅行 目的 企画旅行 場合  入院日数百八十日以上
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傷害 被  二十万円  入院日数九十日以上百八十日未満

傷害 被  十万円ハ 入院日数七日以上九十日未満 傷害 被

 五万円ニ 入院日数七日未満 傷害 被  二

万円 

 旅行者 入院 い場合 い 別表第三 各号 い 該当 医師 治療 受

状態 あ 期間 い 前項 規定 適用上 入院日数  

 当社 旅行者一名 い 入院見舞金 死亡補償金又 入院見舞金 後遺障害補償金 重 支払う

場合 合計額 支払い  

通院見舞金 支払い  

第九条 当社 旅行者 第一条 傷害 被 直接 結果 平常 業務 従事 又 平常

生活 支障 生 通院 医師 治療 必要 場合 い 病院又 診療所 通い 医師 治

療 受 往診 含 いい 以下 条 い 同様 場合 い

日数 以下 通院日数 いい 三日以上 当該日数 対 次 区分 従

通院見舞金 旅行者 支払い  

一 海外旅行 目的 企画旅行 場合 

 通院日数九十日以上 傷害 被  十万円  通院日数七日

以上九十日未満 傷害 被  五万円ハ 通院日数三日以上七日

未満 傷害 被  二万円二 国内旅行 目的 企画旅行

場合 

 通院日数九十日以上 傷害 被  五万円  通院日数七日

以上九十日未満 傷害 被  二万五千円ハ 通院日数三日以上

七日未満 傷害 被  一万円  旅行者 通院 い場合 い

骨折等 傷害 被 部位 固定 医師 指示

等 常時装着 結果 平常 業務 従事 又 平常 生活

著 い支障 生 当社 認 状態 あ 期間

い 前項 規定 適用上 通院日数  



－ 7 － 

 当社 平常 業務 従事 又 平常 生活 支障 い程度 傷害 治 以降 通院 対

通院見舞金 支払い  

 当社 い 場合 い 事故 日 百八十日 経過 後 通院 対 通院見舞金 支

払い  

 当社 旅行者一名 い 通院見舞金 死亡補償金又 通院見舞金 後遺障害補償金 重 支払う

場合 合計額 支払い  

入院見舞金及び通院見舞金 支払い 関 特則  

第十条 当社 旅行者一名 い 入院日数及び通院日数 一日以上 場合 前二条 規定

わ 次 各号 掲 見舞金 う い 金額 大 い 同額 場合 第一号 掲

支払い  

一 当該入院日数 対 当社 支払う 入院見舞金 

二 当該通院日数 当社 入院見舞金 支払う 期間中 除 当該入院日数 加え 日

数 通院日数 上 当該日数 対 当社 支払う 通院見舞金 

死亡 推定  

第十一条 旅行者 搭乗 航空機若 く 船舶 行方不明 又 遭難 三十日 経過

旅行者 発見 い 航空機若 く 船舶 行方不明 日又 遭難 日 旅行者

第一条 傷害 死亡 推定  

他 身体障害又 疾病 影響  

第十二条 旅行者 第一条 傷害 被 既 存在 い 身体障害若 く 疾病 影響 又 第一

条 傷害 被 後 原因 事故 関係 く発生 傷害若 く 疾病 影響 第一条 傷

害 重大 影響 場合 相当 金額 決定 支払い  

第四章 事故 発生及び補償金等 請求 手続 
傷害程度等 関 説明等 請求  

第十三条 旅行者 第一条 傷害 被 当社 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 対 傷

害 程度 原因 事故 概要等 い 説明 求 又 旅行者 身体 診療若 く 死体 検
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案 求 あ 場合 い 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 求

協力  

 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 当社 関知 い事由 第一条 傷害 被 傷

害 程度 原因 事故 概要等 い 当社 対 当該事故 日 三十日以内 報告

 

 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 当社 認 正当 理由 く前二項 規定 違反 又

説明若 く 報告 知 い 事実 告 若 く 不実 告 当社 補償

金等 支払い  

補償金等 請求  

第十四条 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 補償金等 支払い 受 う 当社 対
当社所定 補償金等請求書及び次 掲 書類 提出  

一 死亡補償金請求 場合 

 旅行者 ⼾籍謄本並び 法定相続人 ⼾籍謄本及び印鑑証明書

 公 機関 得 い場合 第三者 事故証明書ハ 旅行

者 死亡診断書又 死体検案書二 後遺障害補償金請求 場合  旅行

者 印鑑証明書 

 公 機関 得 い場合 第三者 事故証明書ハ 後

遺障害 程度 証明 医師 診断書三 入院見舞金請求 場合 

 公 機関 得 い場合 第三者 事故証明書  

傷害 程度 証明 医師 診断書 

ハ 入院日数又 通院日数 記載 病院又 診療所 証明書類四 

通院見舞金請求 場合 

 公 機関 得 い場合 第三者 事故証明書  

傷害 程度 証明 医師 診断書 

ハ 入院日数又 通院日数 記載 病院又 診療所 証明書類 

 当社 前項以外 書類 提出 求 又 前項 提出書類 一部 省略 認 あ  
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 旅行者又 死亡補償金 受 取 者 第一項 規定 違反 又 提出書類 知 い 事実

告 若 く 不実 告 当社 補償金等 支払い  

代位  

第十五条 当社 補償金等 支払 場合 旅行者又 相続人 旅行者 被 傷害 い 第三者

対 有 損害賠償請求権 当社 移転  

第五章 携帯品損害補償 
当社 支払責任  

第十六条 当社 当社 実施 企画旅行 参加 旅行者 企画旅行参加中 生 偶然 事故

所有 身 回 品 以下 補償対象品 いい 損害 被 本章 規定

携帯品損害補償金 以下 損害補償金 いい 支払い  

損害補償金 支払わ い場合− 一  

第十七条 当社 次 各号 掲 事由 生 損害 対 損害補償金 支払い 一 旅

行者 故意 当該旅行者以外 者 被 損害 い 限 あ  

二 旅行者 世帯 同 く 親族 故意 旅行者 損害補償金 受 取 目的 場合

限 あ  

三 旅行者 自殺行為 犯罪行為又 闘争行為 当該旅行者以外 者 被 損害 い

限 あ  

四 旅行者 法令 定 運転資格 持 い 又 酒 酔 正常 運転 い あ 状

態 自動車又 原動機付自転車 運転 い 間 生 事故 当該旅行者以外 者 被 損

害 い 限 あ  

五 旅行者 故意 法令 違反 行為 行い 又 法令 違反 ー 提供 受 い 間 生

事故 当該旅行者以外 者 被 損害 い 限 あ  

六 差押え 徴発 没収 破壊等国又 公共団体 公権力 行使 火災消防又 避難 必要 処置

場合 除  

七 補償対象品 瑕疵 旅行者又 代わ 補償対象品 管理 者 相当 注意

発見 得 瑕疵 除  
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八 補償対象品 自然 消耗 び び 変色 食い 虫食い等九 単 外観 損傷 あ 補償対

象品 機能 支障 い損害 

十 補償対象品 あ 液体 流出 結果 他 補償対象品 生 損害 い

限 あ  

十一 補償対象品 置 忘 又 紛失 

十二 第三条第一項第九号 第十二号 掲 事由 

 当社 国内旅行 目的 企画旅行 場合 い 前項 定 ほ 次 各号 掲 事由

生 損害 対 損害補償金 支払い  

一 地震 噴火又 津波 

二 前号 事由 随伴 生 事故又 伴う秩序 混乱 基 い 生 事故 

損害補償金 支払わ い場合− 二  

第十七条 二 当社 旅行者 次 各号 掲 い 該当 事由 あ 場合 損害補償金 支払

わ い あ  

一 反社会的勢力 該当 認  

二 反社会的勢力 対 資金等 提供 又 便宜 供与 等 関与 い 認  

三 反社会的勢力 不当 利用 い 認  

四 法人 あ 場合 い 反社会的勢力 法人 支配 又 法人 経営 実質的 関与

い 認  

五 他反社会的勢力 社会的 非難 関係 有 い 認  

補償対象品及び 範囲  

第十八条 補償対象品 旅行者 企画旅行参加中 携行 所有 身 回 品 限  

 前項 規定 わ 次 各号 掲 補償対象品 含  

一 現金 小切手 他 有価証券 印紙 切手 他 準  

二 ッ ー ー ン券 航空券 パ ー 他 準  

三 稿本 設計書 図案 帳簿 他 準 磁気 ー 磁気 ー・ ー・

光 等情報機器 コン ュー 及び 端末装置等 周辺機器 直接処理 行え 記録媒

体 記録 含  
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四 船舶 ッ ー ー ー 及び ー 含 及び自動車 原動機付自転車及び 付

属品 

五 山岳登 用具 探検用具 他 類  

六 義⻭ 義肢 コン ン 他 類 七 動物及び植物 

八 他当社 あ 指定  

損害額及び損害補償金 支払額  

第十九条 当社 損害補償金 支払う 損害 額 以下 損害額 いい 損害 生 地及
び時 補償対象品 価額又 補償対象品 損害発生 直前 状態 復 必要 

修繕費及び次条第三項 費用 合計額 い 低い方 金額 基準 定  

 補償対象品 一個又 一対 い 損害額 十万円 超え 当社 損害 額 十万

円 前項 規定 適用  

 当社 支払う 損害補償金 額 旅行者一名 対 一企画旅行 十五万円 限度

損害額 旅行者一名 い 一回 事故 三千円 超え い場合 当社 損害補償金

支払い  

損害 防止等  

第二十条 旅行者 補償対象品 い 第十六条 規定 損害 発生 知 次 事

項 履行 一 損害 防止軽減 努  

二 損害 程度 原因 事故 概要及び旅行者 損害 被 補償対象品 い 保険契約 有無

遅滞 く当社 通知  

三 旅行者 他人 損害 賠償 受 場合 権利 行使 い 必要 手続

 

 当社 旅行者 正当 理由 く前項第一号 違反 防止軽減 認

額 差 引い 残額 損害 額 同項第二号 違反 損害補償金 支払わ

同項第三号 違反 取得 権利 行使 受 認 額 差

引い 残額 損害 額  

 当社 次 掲 費用 支払い  
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一 第一項第一号 規定 損害 防止軽減 要 費用 う 当社 必要又 有益 あ 認

 

二 第一項第三号 規定 手続 必要 費用 

損害補償金 請求  

第二十一条 旅行者 損害補償金 支払い 受 う 当社 対 当社所定 損害補償金請求

書及び次 掲 書類 提出  

一 警察署又 代わ 第三者 事故証明書

二 補償対象品 損害 程度 証明 書類三 他

当社 要求 書類 

 旅行者 前項 規定 違反 又 提出書類 故意 不実 表示 又 書類 偽造若

く 変造 第三者 同様 当社 損害補償金 支払い

 

保険契約 あ 場合  

第二十二条 第十六条 損害 対 保険金 支払う 保険契約 あ 場合 当社 当社 支払う 損

害補償金 額 減額 あ  

代位  

第二十三条 当社 損害補償金 支払う 損害 い 旅行者 第三者 対 損害賠償請求権 有 場

合 損害賠償請求権 当社 旅行者 支払 損害補償金 額 限度内 当社 移転  

別表第一 第五条第一号関係  

山岳登 ッ ン ハン ー等 登山用具 使用  ュー ュ ー 

ン  ハン ー搭乗 超軽量動力機 ー ーハン ー 機 ウ

機等 搭乗 ーン搭乗 他 類 危険 運動 
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別表第二 第七条第一項 第三項及び第四項関係  

一 眼 障害 

一  両眼 失明  ％ 
二  一眼 失明  ％ 
三  一眼 矯正視力 〇・六以下  ％ 
四  一眼 視野狭窄 正常視野 角度 合計 六〇％以下 場合 いう

 
％ 

二 耳 障害 

一  両耳 聴力 全く失  ８ ％ 
二  一耳 聴力 全く失  ％ 
三  一耳 聴力 五〇 ン ー 以上 通常 話声 解 い  ％ 

三 鼻 障害 

鼻 機能 著 い障害 残  ％ 
四 く 言語 障害 

一  く又 言語 機能 全く廃  ％ 
二  く又 言語 機能 著 い障害 残  ％ 
三  く又 言語 機能 障害 残  ％ 
四  ⻭ 五本以上 欠損 生  ％ 

五 外貌 顔面・頭部・頸部 いう 醜状 

一  外貌 著 い醜状 残  ％ 
二  外貌 醜状 顔面 い 直径二 ン ー 瘢痕 ⻑ 三 ン ー
線状痕程度 いう 残  

％ 

六 脊柱 障害 

一  脊柱 著 い奇形又 著 い運動障害 残  ％ 
二  脊柱 運動障害 残  ％ 
三  脊柱 奇形 残  ％ 

七 腕 手関節以上 いう 脚 足関節以上 いう 障害 

一  一腕又 一脚 失  ％ 
二  一腕又 一脚 三大関節中 二関節又 三関節 機能 全く廃  ％ 
三  一腕又 一脚 三大関節中 一関節 機能 全く廃  ％ 
四  一腕又 一脚 機能 障害 残  ％ 

八 手指 障害 

一  一手 ⺟指 指関節 指節間関節 以上 失  ％ 
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二  一手 ⺟指 機能 著 い障害 残  ％ 
三  ⺟指以外 一指 第二指関節 遠位指節間関節 以上 失  ８％ 
四  ⺟指以外 一指 機能 著 い障害 残  ％ 

九 足指 障害 

一  一足 第一足指 趾関節 指節間関節 以上 失  ％ 
二  一足 第一足指 機能 著 い障害 残  ８％ 
三  第一足指以外 一足指 第二趾関節 遠位指節間関節 以上 失  ％ 
四  第一足指以外 一足指 機能 著 い障害 残  ％ 

十 他身体 著 い障害 終身自用 弁 い  ％ 

注 第七号 第八号及び第九号 規定中 以上 当該関節 心臓 近い部分 いい  

 

別表第三 第八条第二項関係  

一 両眼 矯正視力 〇・〇六以下 い  

二 く又 言語 機能 失 い  

三 両耳 聴力 失 い  

四 両上肢 手関節以上 関節 機能 失 い  

五 一下肢 機能 失 い  

六 胸腹部臓器 障害 身体 自由 主 摂食 洗面等 起居動作 限 い  

七 神経系統又 精神 障害 身体 自由 主 摂食 洗面等 起居動作 限 い  

八 他上記部位 合併障害等 身体 自由 主 摂食 洗面等 起居動作 限 い  

注  第四号 規定中 以上 当該関節 心臓 近い部分 いい  


